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【巻頭言】 

ご挨拶 

 

所長 永田 圭司 

   

秋晴の候、皆様に

おかれましては益々

ご健勝のこととお慶

び申し上げます。 

 平素は、家畜保健

衛生所の業務に対し、 

ご理解、ご協力を賜

り誠にありがとうございます。 

 さて、今年は新型コロナウイルス感染症の拡

大のなかで、行動制限のない夏を迎えました。

テレビなどの報道では、「３年ぶりの○○」と

いう言葉をよく見聞きしました。皆様方のなか

でも自粛生活を継続された方がいる一方で、感

染予防対策を図りながら、帰省や旅行、イベン

トへの参加、旧友との会食など、多少、窮屈で

はありますが３年ぶりの夏を楽しまれた方も

いらっしゃるのではないでしょうか。 

同一の感染症であっても感染力や病原性が

変化していると言われ、その変化にあわせた経

済活動や社会生活へと変化しており、感染症を

正しく理解し、正しく恐れることの重要性を改

めて認識をしたところです。  

 また、昨年は、当所管内において、初めて高

病原性鳥インフルエンザが発生しました。県が

実施しました防疫措置において、多くの方々に

多大なご支援、ご協力を頂きました。 

発生農場におきましては、農場関係者のご努

力により、発生予防対策の徹底・強化を講じる

とともに、農場の清浄性が確認され、計画的に

雛を導入するなど、経営再開を図られました。

改めまして皆様方へ感謝申し上げます。 

重大家畜伝染病の発生に目を向けますと、令

和３年３月に本県において、初めて野生いのし

しから豚熱が確認されて以来、現在、県下で、

１３８頭（８月末現在）の野生いのししから豚

熱を確認しています。県では、全ての飼養豚・

いのししにワクチン接種を行なっていますが、

いつ、どこで発生してもおかしくない状況が続

いています。また、昨年、一昨年と全国的に猛

威を振った高病原性鳥インフルエンザに加え、

現在、国内では発生がありませんが、近隣諸国

において発生があるアフリカ豚熱や牛・豚等の

伝染病である口蹄疫など、新型コロナウイルス

感染症の収束とともに、海外からの人・モノの

動きの活発化することによる侵入リスクの高

まりなどから、国内での発生が危惧されるとこ

ろです。 

家畜伝染病の発生予防には、飼養衛生管理基

準の遵守が基本となります。畜産農家の皆様に

おかれましては、今一度、点検・見直しをお願

いするとともに、私どもの職員が農場にお伺い

し、遵守状況を確認させていただきますのでご

協力をお願いします。 

あわせて、国では、畜産振興に係る補助事業

や交付金、制度資金の利用に当たり、飼養衛生

管理基準の遵守を要件としたところです。対応

の難しい項目については、当所職員に遵守に向

け、ご相談をいただきますようお願いいたしま

す。 

一方、管内では、畜産経営の大規模化に伴い、

法人化が進んできたところです。県では、農場

段階で微生物等の危害要因の防止を図る管理

ポイントを設定し、継続的に監視・記録を行な

う「農場ＨＡＣＣＰ」の考え方に基づく衛生管

理手法の導入や、畜産物のよりよい生産工程管

理の実現に向け、食品安全、環境保全、労働安

全等に係る日頃の取り組みにより畜産物の持

続的生産を確保する「畜産ＧＡＰ」を推進して

います。直ちに畜産物の有利販売に直結するも

のではありませんが、農場経営のリスクの軽減

や農場管理の効率化等を図るための一つのツ

ールとして、導入をご検討頂きますようお願い

申し上げます。 

これらの取り組みを着実の進めることによ

り、慢性疾病を含む家畜疾病の発生予防及び生

産性の向上を図り、持続可能なひょうごの畜産

の実現に寄与していきたいと考えています。簡

単ではございますが、広報「家畜衛生」の発行

にあたり、挨拶とさせていただきます。 
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【業績発表会】 

第５７回兵庫県家畜保健衛生業績発表会 

令和４年６月１７日（金）に開催された業績発表会において当所から発表した３つの演題につ

いて概要を掲載します。 

「 高病原性鳥インフルエンザ発生を受けた取組みとその検証 」 

防疫第２課 別府 美保 

 

【はじめに】 

本県では以前から、高病原性鳥インフルエン

ザ（以下、HPAI）発生に備えた防疫訓練の実施

や備蓄資材の確保等、事前準備に努め、防疫対

応計画を策定してきました。 

令和2年11月、淡路市内の養鶏場でHPAIの

発生があり、当所ではこれを踏まえた防疫対応

の改善に向けた検討を重ね、事前準備の強化に

取組んできました。令和3年11月に管内の姫

路市において HPAI が発生し、防疫対応を行っ

た結果、それまでの取組の成果が確認できた一

方、新たな課題が明らかとなったため、さらな

る改善を図りました。 

【姫路発生前の取組】 

当所では、淡路市でのHPAI発生以降、〈人〉・

〈場所〉・〈資材〉の観点から防疫対応の課題を

検討し、事前準備の強化を行いました。 

〈人〉HPAI 発生時に県民局が参照するマニュ

アル（以下、標準マニュアル）に記載がなかっ

た 20 万羽規模の人員算定表や、従事者名と役

割を明記した 12 時間交代の家畜防疫員シフト

表を作成しました。また、農場内作業の対応・

指示をより的確に行えるよう、監督職以上の家

畜防疫員を農場内に配置することとしました。 

〈場所〉大規模養鶏場を中心に、農林（水産）

振興事務所（農林）と共同で、農場ごとに資材

配置、作業動線などの検証を実施しました。 

〈資材〉適切な配送と滞りない防疫作業進行に

繋げるため、資材リストを再検討・更新、数量

に見合った車両利用計画を作成し、所内備蓄資

材等の運搬車両確保のため、民間運送会社と緊

急時の連絡体制を確立しました。 

【姫路発生時対応の検証】 

〈人〉事前に家畜防疫員シフト表を作成したこ

とで、初動防疫作業時から適切な人員が確保さ

れ確実な 12 時間毎の交代が図られました。ま

た、事前の明確な役割分担により、人員交代に

よる混乱もなく作業が継続されました。さらに、

農場内に監督職以上の家畜防疫員を配置した

ことで、防疫作業に関する調整や判断を臨機応

変に行うことができました。しかし、農場内の

資材管理は一般動員者では困難であったため、

今後は家畜防疫員が兼務することとしました。 

〈場所〉農林との共同検証を実施したことで、

資材配置や防疫作業動線を殺処分開始までに

設定することができました。一方、殺処分した

鶏の一時保管場所が不足し、これに伴う作業ス

ペースの縮小が、防疫作業の遅延に繋がりまし

た。これにより、疑似患畜の一時保管場所等は

農場内外問わず十分な面積を設定し、農場毎の

防疫対応計画に反映する必要があることが判

明しました。 

〈資材〉資材リストの活用により、HPAI 簡易

検査陽性後速やかに必要量を発注でき、殺処分

の滞りない開始に繋がりました。しかし、当所

の備蓄資材は、積載作業要員の不足により活用

できず、保管から配送までの一括管理体制を整

備する必要があることが判明しました。 

【まとめ】 

事前準備の強化により、姫路発生時には様々

な面で適切かつ迅速に対応することができま

した。一方で、殺処分した鶏の一時保管場所の

不足など新たな課題も判明しました。今後、こ

れらの改善策を検討し、標準マニュアルや農場

毎の防疫対応計画の見直しを進めていきます。 

 

 写真 発生農場での防疫対応 



3 

 

「 養豚場における豚熱対策の取り組み 」 

         防疫第１課 渕上 久仁  

 

【はじめに】 

令和3年3月、丹波市で野生イノシシの豚熱

感染が初確認されて以降、県内では豚熱陽性野

生イノシシの確認地域が拡大しており、管内Ａ

養豚場の半径10 ㎞圏内でも農場を包囲するよ

うに豚熱陽性野生イノシシが多数確認される

など、豚熱がいつ発生してもおかしくない状況

となっています。そこで令和3年度より強化し

たＡ養豚場における豚熱対策について紹介し

ます。 

 

【取り組みと成果】 

１ 発生予防対策：①（豚舎毎の長靴設置）当

所が衛生管理区域内に赤外線センサーカメラ

を設置し、豚舎周囲を徘徊する野生動物の画像

（写真1）を提示したところ、農場内の豚熱汚

染リスクが視覚的に理解され、豚舎内に病原体

を持ち込まないよう豚舎毎に専用長靴が設置

されました。②（野生動物侵入防止対策）農場

周囲約 2.5 ㎞の野生動物防護柵について当所

と森林動物研究センターが連携し、農場の従業

員とともに全長を踏査した結果、野生動物の侵

入痕跡（写真２）が現認され、防護柵は設置後

も頻繁な点検と補修が重要であることが認識

され、従業員による定期的な柵点検の実施に繋

がりました。③（車両消毒）農場入口に車両消

毒槽と動力噴霧器が整備されていましたが、既

存設備では来場者の衛生意識が低いと消毒実

施が不確実なことを反復指導した結果、新たに

全自動のゲート型車両消毒装置が整備されま

した。 

 

２ 発生時に備えた取り組み：豚熱発生時の速

やかな防疫対応に向けて、従業員や重機の活用

、埋却地や本部テントの配置等について従業員

や農林振興事務所と協議を重ねることで、Ａ養

豚場の防疫作業計画をより詳細で具体的なも

のに改訂しました。また、農林振興事務所の土

地改良担当者と共同で埋却候補地の現地にお

いて掘削･埋却の実効性を検証したところ、新

たな課題が明らかになったことから、埋却候補

地の試験掘削を実施することにしました。 

 

【まとめ】 

森林動物研究センターや農林振興事務所な

ど関係機関と協力して指導に取り組んだこと

で農場側の理解が深まり、衛生管理の改善が図

られるなど、当所単独よりも高度な豚熱対策の

取り組みを実現することができました。さらに

、従業員がＡ養豚場の衛生管理マニュアルを改

訂するなど取り組みの継続を実現しています。

今後は引き続き当該農場への指導を継続する

とともに、この取り組みをモデルとし、他の農

場の豚熱対策指導に活用していきます。 

 

 

写真１ 豚舎に侵入しようとする野生動物 

 

 
写真２ 野生動物が侵入した痕跡 
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「 豚熱ワクチン免疫付与状況と接種時期の検討 」 

病性鑑定課 梶河 紗代 

 

【はじめに】 

豚熱は平成30年9月に岐阜県で26年ぶりに

発生して以降、国内の農場で発生が続発してい

ます。県内の野生イノシシでも令和3年3月に

初めて感染が確認され、現在は県内の広い地域

で感染個体が確認されています。本県は令和2

年 4 月に豚熱ワクチン接種推奨地域に指定さ

れましたが、国内の発生事例における疫学調査

でワクチン接種前の子豚が感染の発端になっ

たと考察される事例が多いなど、子豚へのワク

チン接種時期の設定が課題となっています。ワ

クチンをより適切な時期に接種するため、指針

に従い抗体検査を実施して免疫付与状況を把

握するとともに、子豚の接種適齢期を検討しま

した。 

【検査内容】 

１ ELISA S/P比と中和抗体価の相関：免疫付

与状況確認検査の血清436検体を用いてELISA

検査および中和試験を実施しました。 

２ 母豚の免疫付与状況調査：免疫付与状況確

認検査1～4回目（R2年7月～R4年1月、5農

場）の血清213検体を用いてELISA検査を実施

し、ELISA S/P比から中和抗体価を予測しまし

た。 

３ 子豚へのワクチン接種時期の検討：母豚約

550 頭規模の繁殖-肥育一貫経営農場で以下

①②の結果からワクチン接種時期を検討し、③

でワクチンテイク率調査を行いました。①母豚

の免疫付与状況確認検査3回目（30頭、R3年

9月）の血清を用いたELISA検査、②移行抗体

保有状況調査：ワクチン接種時の子豚の血清約

10検体を用いたELISA検査および中和試験（52

～58日齢、44～50日齢、37～43日齢で実施）。

③ワクチンテイク率調査：ワクチンを接種した

子豚10頭の血清を用いてELISA検査を実施（接

種41日後、42日後、56日後に実施）。 

 

【結果および考察】 

１ 中和試験に対するELISA検査の陽性率（偽

陽性を含める、以下に同じ）は中和抗体価 16

倍以上では100%、それ以下では低下し、2倍で

は42.1%でした。中和試験に対するELISA検査

の相対感度は 94.9%、相対特異度は 95.7%、一

致率は94.9%でした（図1）。ELISA S/P比と中

和抗体価の対数には比例関係がみられ、決定係

数R2=0.7411でした。 

 

 

２ 母豚群の初回免疫付与状況確認検査の予

想中和抗体価GM値は22でした（図2）。2回目

以降は抗体分布のばらつきが大きく、農場毎に

分布が異なり、接種時期の統一は困難でした。 

 

 

 

３ 感染防御可能とされる中和抗体 32 倍以上

の頭数は 52～58 日齢で 1/10 頭、44～50 日齢

で 2/11 頭、37～43 日齢で 5/10 頭、中和抗体

価GM値は5.2、15.0、19.7であり、37～43日

齢で接種することとしました。接種後の陽性率

は接種41日後、42日後で70%、接種56日後で

80%でした。ワクチン接種後約40日の採血では

偽陽性率が20～30%と高く、ワクチン効果判定

の際はワクチン接種後日数に留意する必要が

あると考えられました。 
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【防疫情報】 

飼養衛生管理基準を遵守しましょう～重大家畜伝染病の発生予防に向けて～ 

 

          病性鑑定課 加地 理紗  

 

近年、豚熱（CSF）や高病原性鳥インフルエ

ンザ（HPAI）等をはじめとした、ひとたび発生

すると被害が甚大な重大家畜伝染病の発生が、

全国で相次いで報告されるようになりました。 

CSFは平成30年9月の発生以降、17都府県

の83農場で報告されており（令和4年8月末

時点）、HPAI については、令和 3～4 年のシー

ズン中に12道県で25例の発生が確認されまし

た。HPAI発生のうち、1例は本県での発生であ

り、もはや他人事ではありません。 

「飼養衛生管理基準」とは、このような伝染

病の発生を予防するため、家畜の所有者が最低

限守らなければならない衛生管理に関する基

準です。家畜伝染病予防法に規定されており、

所有者は同基準に定めるところにより、家畜の

飼養に係る衛生管理を行うことが義務付けら

れています。 

【飼養衛生管理基準のポイント】 

飼養衛生管理基準は、牛で38項目、豚で40

項目、鶏で35項目、馬で28項目の基準があり、

大きく４つに分類されます。 

Ⅰ 家畜防疫に関する基本的事項 

Ⅱ 衛生管理区域への病原体の侵入防止 

Ⅲ 衛生管理区域内における病原体による汚染

拡大防止 

Ⅳ 衛生管理区域外への病原体の拡散防止 

多数の基準が定められており、一見すると難

しいことを求められているように思えますが、

全体を通して守るべき重要なポイントは、病原

体を「持ち込まない」「拡げない」「持ち出さな

い」の３つです。この３つを念頭に置いて、日

頃から飼養衛生管理基準の理解と遵守に取り

組み、伝染病から大切な家畜を守りましょう。 

【令和3年9月の改正】 

飼養衛生管理基準は、平成 16 年に制定され

て以降、伝染病の発生原因を調査・検討するこ

とで、常に見直しが図られています。 

令和3年9月にも改正が行われ、大規模農場

においては畜舎ごとに飼養衛生管理者を配置

すること、および殺処分になった場合の対応計

画を策定すること、埋却地確保の取組の明確化

が追加されました。 

【クロスコンプライアンスの導入】 

飼養衛生管理基準の遵守を推進し、家畜伝染

病対策を強化することを目的に、令和4年度よ

り畜産振興にかかる補助事業、交付金及び制度

資金（以下、事業等）を利用する際には、飼養

衛生管理基準の遵守を要件とするクロスコン

プライアンスが導入されました。 

今後は一部の事業等では、申請時に家畜保健

衛生所が交付する「飼養衛生管理基準遵守状況

確認書」の提出が必要となります。その際、も

し不遵守事項がある場合は、具体的な改善方法

および改善までの期限を明確化した改善方針

が必要となりますので、ご注意ください。 

確認書の交付には改善方針の確認等が必要

なため、日数がかかる場合があります。交付を

ご希望される際には、お早めに当所までご相談

ください。 

【最後に】 

 飼養衛生管理基準を遵守するためには、労力

やコストがかかりますが、適切な体制を整える

ことで、伝染病発生のリスクを抑え、不安を取

り除くことができます。 

遵守に向けて不明点等があれば当所までご

相談ください。家畜保健衛生所と一丸となって、

伝染病の発生予防に取り組んでいきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 飼養衛生管理基準の例 

車両消毒（外側タイヤ・内側フロアマット等） 



6 

 

養豚場における豚熱発生を想定した埋却訓練 

          

防疫第２課 大野 恭平  

 

豚熱は、豚やイノシシが感染する伝染病で、

その伝染力の強さと致死率の高さから家畜伝

染病に指定されています。万が一、本病が発生

した場合は、感染拡大を防ぐため飼養豚はすべ

て殺処分するとともに、死体などの汚染物品は

農場の敷地などに埋却することとなります。豚

熱の他農場への感染拡大の防止には、発生農場

での迅速かつ的確な埋却作業が欠かせません。 

そこで、これまで本県では埋却処理の経験が

ないことから、県内最大規模養豚場での豚熱発

生を想定し、埋却訓練を実施しました。 

【訓練の概要】 

 訓練は、令和4年9月15日～16日、当該養

豚場の敷地内において、管轄の農林振興事務所

と共同で実施しました。 

 

１ 掘削地の選定 

埋却溝の掘削場所は、農林振興事務所の農業

土木技術者の助言を踏まえ、地質や勾配、重機

乗り入れの可否などを考慮し、農場敷地内の複

数ある埋却候補地のうち 4 か所を選定しまし

た。これら4か所の掘削場所は距離が離れてい

たため、ショベルカーを移動させながら2日間

にわたる訓練となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 掘削作業 

 掘削等の作業を行った(一社)県建設業協会 

の作業員に対し、農林振興事務所と協力しなが 

ら具体的な指示を行いつつ、スムーズな掘削作 

業ための指示のポイントや作業にかかる人員

の安全確保などを確認しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 封じ込め作業 

完成した埋却溝では、埋却溝にブルーシート

を拡げ、杭で固定するなど汚水漏出防止のため 

の措置や消石灰散布等を行った後、ブルーシー

トを除去し埋め戻しました。  

また、これら作業にかかる時間や必要な作業

人数の確認、作業時の安全確保についての検討

を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【まとめ】 

 今回の訓練を通じて、万が一、豚熱が発生し 

た場合に備えて、掘削･埋却にかかる作業時間 

や必要人員数の算出のための基礎データも収

集することができました。 

今後は、これら収集した埋却作業データを活

用し、他の養豚場や養鶏場のより実効性の高い

汚染物品の埋却処分計画のブラッシュアップ

を図っていきます。 
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【疾病情報】 

牛の大脳皮質壊死症について   

       

病性鑑定課 丸尾 喜之  

 

大脳皮質壊死症は育成子牛で好発し、神経症

状を呈する疾患です。発育がよく、濃厚飼料を

多給する牛で発生することが多く、ビタミン

B1(チアミン)欠乏が原因とされています。発症

牛は眼球振とう、歩様蹌踉、起立不能等の神経

症状を呈し、早期にチアミン投与を行わなけれ

ば予後不良となります。 

当所管内では、平成30年と令和4年に、合

わせて３例の大脳皮質壊死症の発生があった

ので、その概要をお知らせします。 

【発生状況】 

いずれも 3～7 ヵ月齢の肥育素牛で１例を除

いて発症から3日で予後不良となっています。 

症例1：黒毛和種7ヵ月齢の子牛で発生。平成

30年1月16日に後躯蹌踉、旋回運動を呈する。

細菌感染を疑い診療獣医師が抗生剤を投与す

るも、17 日には起立不能、四肢遊泳運動を呈

し、予後不良で翌18日に病理解剖となる。 

症例2：交雑種5ヵ月齢の子牛で発生。平成30

年5月20日に歩様蹌踉、21日に四肢伸張、起

立不能、意識混濁となる。その後加療（チアミ

ン投与1回を含む）するも回復せず、予後不良

となり、6月1日に病理解剖となる。 

症例3：交雑種3ヵ月齢の子牛で発生。令和4

年6月25日に歩様蹌踉となり、抗生剤投与を

行うも、26 日に起立不能、四肢伸張で予後不

良となり、27日に病理解剖となる。 

【検査結果】 

病理解剖：３例に共通して大脳皮質の黄色化と

軟化が見られました。さらに大脳割面に紫外線

照射（365nm）をした結果、３例とも大脳皮質

に層状の自家蛍光が見られました。これは、大

脳皮質壊死症に特異的な現象です（写真１）。 

病理組織：大脳皮質深層において層状壊死を認

め、神経細胞の乏血性変化や神経網の海綿状化

（写真２）、脂肪顆粒細胞が見られました。 

細菌検査：有意菌は分離されませんでした。 

生化学検査：症例１でのみ、大脳皮質のチアミ

ン濃度を測定した結果、0.1μg/ml未満（基準

値0.7μg/ml）でした。 

 

写真１ 紫外線照射による大脳皮質の自家蛍光 

 

写真２ 大脳皮質深層の海綿状化（太い矢印） 

 

【まとめ】 

発生事例では、細菌分離陰性、紫外線照射で

大脳皮質に自家蛍光を認め、病理組織検査で広

範な壊死を確認しました。 

また１例で、チアミンの低下を確認し、大脳

皮質壊死症と診断しました。 

反芻動物では第一胃内の微生物によってチ

アミンが合成されるため、チアミン欠乏を起こ

すことはありませんが、若齢動物では第1胃内

細菌叢が未発達であることに加えて、急激な飼

料変化等によりチアミナーゼ（チアミン分解酵

素）産生菌が増えるとチアミン欠乏に陥ると考

えられています。 

濃厚飼料多給になりがちな肥育素牛で、神経

症状を呈する子牛が現れた場合は、チアミン欠

乏を視野に入れた対応が必要です。 

髄質 
皮質 
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【衛生情報】 
 

牛白血病ウイルス感染に対する黒毛和種子牛における初乳中抗体と乳汁感染防除について   

       

 副所長兼衛生課長 富田 啓介  

 

【背景】 

牛白血病ウイルス（BLV）は, 牛伝染性リン

パ腫 (EBL) の原因ウイルスで, 感染細胞を通

じて水平および垂直感染します（表）。 

水平感染は、 血液などの体液を介した接触

感染、アブなどの吸血昆虫を介した自然感染, 

医療機器具などを介した人為的感染、 乳汁を

介した感染があります。吸血昆虫、人為的感染

については対策が取られていますが、乳汁感染

についての対策は十分とは言えません。 

垂直感染は、周産期の子宮内・産道感染があ

ります。垂直感染については不明な部分が多く、

実態把握が急務です。 

これらを背景に、以下の取組みを行いました

ので報告します。 

 

【第一章】 

１ 目的：黒毛和種牛飼養農場における母乳感

染防除可能な母子分離時期推定のため、初乳と

初乳製剤を給与した黒毛和種子牛の BLV 抗体

と血中プロウイルス量の推移を調査しました。 

２ 材料と方法：BLV感染状況を確認するため、 

母牛の血液を分娩前後2週間以内に、子牛の血

液を1～14日齢・15～29日齢・ 30～59日齢・ 

60～79日齢・ 80～105日齢・および165日齢

以上で頸静脈から採血しました。BLV遺伝子検

査として定量PCR (qPCR)、BLV抗体検査として

ELISA法を用いました。 

３ 結果：子牛の初乳製剤由来のBLV移行抗体

は1〜3ヶ月間持続したのに対し、 BLV感染母

牛由来の移行抗体は６ヶ月間持続すること、

BLV感染母牛の産子5頭のうち2頭は子宮内で

既に感染がみられ、１頭は乳汁または産道感染

の可能性が示されました。 

 

【第二章】  

１ 目的：乳汁中のBLV感染細胞の不活性化に

ついて通過型大型高温短時間加温 (HTST) 装

置の有効性を検討しました。 

 

２ 材料と方法：HTST試験のため市販牛乳13L

に 6.7×107 個の BLV 感染末梢血単核細胞 

(PBMC) を添加しました。調整した乳汁は、通

過型大型加温装置により72℃で15秒 (完全な

HTST 処理)または72℃未満の状態で15秒 (不

完全なHTST処理) の加温処理を行いました。 

対照として1.75×108個の PBMC を含む13L の

牛乳を、加熱せずに大型加温装置を通過させま

した (HTSTなし)。  

乳汁試験サンプルを羊の腹腔内に接種し、 

毎日の観察と17週間まで週に1回頸静脈から

採材し、qPCR および ELISA によって BLV プロ

ウイルスおよびBLV抗体を検査しました。 

３ 結果：HTST 処理済みの乳汁を摂取した羊

は感染が成立せず通過型大型HTST装置は、 乳

汁中の BLV 感染細胞を効果的に不活化できま

した。 

 

【まとめ】 

黒毛和種牛を飼養する農場において BLV 感

染母牛から産出される子牛に感染リスクがあ

る事実を確認するとともに、導入が進むことが

推察される人工哺乳システムのための前処理

として、通過型大型 HTST 装置の活用による衛

生的な集団哺乳の実施により、労働力の省力化

とともに、BLV清浄化対策に寄与すると考えら

れました。 
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【管内トピックス】 

令和４年度近畿地区鶏病技術研修会を開催しました   

       

 病性鑑定課長 中条 正樹  

 

近畿地区鶏病技術研修会は近畿地区の鶏病

研究会支部が持ち回りで開催しており、今年度、

兵庫県支部である当所が、令和4年8月31日

に３年ぶりに開催しました。 

研修会は、アクリエひめじ小ホールでの現地

開催とオンラインによる同時配信も行い、近畿

地区の鶏病研究会会員をはじめ近畿地区以外

の会員、県内の養鶏関係者、行政関係者や動物

園関係者など約120名（オンライン参加を含

む）の方々に参加いただきました。 

 特別講演として、日本野鳥の会参与で、農林 

水産省高病原性鳥インフルエンザ疫学調査チ 

ーム委員でもある金井先生を迎え、「野鳥と養

鶏場と高病原性鳥インフルエンザ」と題し、発

生農場での疫学調査を踏まえた野性動物の侵

入防止を中心に講演いただきました。 

続いて近畿地区鶏病研究会会員による５題

の事例発表による検討会が行われ、鶏病研究会

の磯部理事長、(株)微生物化学研究所の渡邊先

生、特別講演講師の金井先生、鶏病研究会専門

委員の当所富田副所長を助言者に活発な質疑

がありました。

                                     

【職員紹介】 

家保に初めて配属されました 

防疫第１課 山本 司  

出身地は大阪府です。

宮崎大学では病理学研

究室に所属し、豚繁殖

呼吸障害症候群や豚サ

ーコウイルス２型等の

子豚の肺炎や発育不良

の原因に関する研究を

していました。 
 平成 27 年に西播磨食肉衛生検査所に臨時職

員として勤務した後、縁あって兵庫県に入庁す

ることができました。入庁後は主に但馬食肉衛

生検査所に勤務していましたが、食鳥処理場で

高病原性鳥インフルエンザが発生した場合の

マニュアル改定や家保の協力を仰ぐ事例に遭

遇し、家保の業務や食肉衛生検査所との連携、

防疫作業の実際を知りたいと思い、家保への配

属を希望しました。 
休日は遠出して、評判の店で食事をしたり、

道の駅で食材を買って料理を楽しんでいます。

初めての勤務地が但馬地域だったので、県北部

の農産物・海産物を堪能してきました。今度は

南部の美味しいものを探索して回りたいと思

っています。 
 家保業務は経験がなく、戸惑うことも多くあ

ります。疑問に感じたことは積極的に質問し、

様々なことを経験して、少しでも早く一人前に

なるように努力しますので、今後ともよろしく

お願い致します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

表紙 全共出品牛の担当者 峯本華澄さんより 

 特別区に出場することができて、非常にうれしく思います。出品する繁殖育成雌牛の「はなみ号」（父：

茂郷波、母父茂康波）は昨年7月に受精卵移植で生まれ、同時期に生まれたオス産子は種雄牛候補「茂風波」

です。餌の食いつきがよく、発育良好だったことが印象に残っています。鹿児島全共にむけて、毎日世話を

し大切に育ててきました。毎日の散歩や、ブラッシングで体の締まりや、輪郭がきれいに見えるようにし、

月1度の洗体により、毛並みを整えてきました。その甲斐もあり、但馬牛らしい品格のある牛に育ちました。

鹿児島全共には、同級生の梶原杏実さん、金子彩輝さんと挑みます。今は指示通りに歩様できるよう、最終

調整を進めています。少しでも良い成績を残せるように頑張りたいと思います。 
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